
9 交付金事務手続きの流れ

支出
200万円

余剰金
40万円

300万円

令和7年度

交付可能額 300万円
交付申請額 300万円
交付決定額 300万円

交付可能額の20％ 60万円

令和8年度

交付可能額 300万円
交付申請額 300万円
交付決定額 300万円

入金額 300万円

全体事業費：340万円
積立金：60万円

入金額

交付決定額
300万円

事業計画があれば、
積立てることができる。
※要協議

例）
・来年度、○○周年記念
イベントを開催する。

・2年後にまちづくり計画
を更新する。 など

積立金
60万円

繰越金
40万円

繰越金
40万円

交付金の余剰金
は、全額翌年度
に繰り越せる。
※要協議 積立金

60万円

令和7年度分

例）R7年度交付決定額：300万円
R8年度交付決定額：300万円の場合

交付決定額
300万円

①次年度以降に実施予定の事業に係る費用とするため、60万円を積み立てる。

②次年度の交付金が振り込まれるまでのつなぎ資金として、40万円を繰り越す。

R7年度の交付可能額の5分の1の
額（20％）は、差し引かない。
※年度当初のつなぎ資金

令和7年度 令和8年度

交付金の積立て・繰り越しイメージ図 ※まちづくり委員会
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